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１ 序章 

１－１ 緑の基本計画とは 

｢緑の基本計画」は、平成６年に制定された都市緑地法第

４条第１項に規定される「市町村の緑地の保全及び緑化の

推進に関する基本計画」のことで、市町村が策定すること

とされています。 

｢緑の基本計画｣は、都市公園の整備、特別緑地保全地区

の決定などの都市計画における事業や制度にとどまらず、

道路、河川、学校などの公共公益施設の緑化、民有地にお

ける緑地の保全や緑化、さらに市民や企業の緑化活動、緑

化意識の普及や啓発といったソフト分野の事項も含めた緑

に関する総合的な計画です。 

  薬師寺の風景              奈良公園と鹿 

 

 

１－２ 計画策定の背景と目的 

本市における緑は、古都奈良の長い歴史の中で育まれてきたものであり、今日に至って

も、歴史的建造物群と自然の山や森とが一体となった世界遺産として日本を代表する古都

の風景をかたちづくる、きわめて重要な環境要素となっています。今後は、この緑の歴史

的価値を再確認するとともに、多様な緑の機能の活用という視点から、新たな時代に向け

た緑の保全・創出の方向を示すことが必要となっています。 

本計画は、古都奈良にふさわしい歴史的環境や快適な市民生活をささえるのにふさわし

い緑について目標を定め、その実現を図るための方策を示すマスタープランを策定するこ

とを目的としています。 

 

※【都市緑地法】 

都市における緑地の保全及び緑

化の推進に関して、必要な事項を

定めることにより、都市公園法その

他都市における自然的環境整備

のための法律と相まって良好な都

市環境の形成を図り、健康かつ文

化的な都市生活の確保に寄与す

ることを目的としている。 
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１－３ 計画の位置づけ 

本計画は、奈良市のまちづくりの目標を明らかにし、これを達成するための基本方針を

示した「奈良市総合計画」および都市計画に関する基本的な方針を定めた「奈良市都市計

画マスタープラン」を上位計画とし、奈良県の「広域緑地計画」および「奈良市景観計画」、

「奈良市環境基本計画」等の分野別計画との整合を図りながら策定する、緑に関する総合

計画として位置づけられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 計画の位置づけ 

 

 

１－４ 緑の定義 

本計画で扱う「緑」は、花や樹木・樹林など植物そのものだけでなく、植物によって被

覆されている土地（緑被地）、あるいは被覆される可能性のある土地を含めて定義します。

したがって、社寺境内地や田畑、学校の運動場、市民グラウンド、水辺地等を含みます。 

「緑地」は、「緑」のうち、土地が公的に担保されていたり、規制・誘導等によって保

全が図られている土地を指します。都市公園や生産緑地、河川区域などが該当します。ま

た、土地所有者等との協定などによって緑を管理したり、活用したりする場合も、「緑地」

として位置づけます。 

 

 

《市》 

・奈良市総合計画 

《県》 

・奈良県環境総合計画 

・奈良県広域緑地計画 

等 

 
整合 

奈良市 

緑の基本計画

適合 

《県》 

・やまと２１世紀ビジョン 

・奈良県新総合計画 

《市》 
・奈良市都市計画マスター

プラン 

整合 

《市》 

・奈良市地域防災計画  

・奈良市環境基本計画  

・奈良市景観計画 等 
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なお、緑地のうち、公共が買い取るなど緑としての担保性の高い土地を「施設緑地」、

規制・誘導、協定等により緑としての保全・活用が図られている土地を「地域制緑地」と

しています（以下参照）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑 

植物によって被覆されている土地（緑被地） 

被覆される可能性のある土地 

緑地 

「緑」が公的に担保された土地、規制・誘導等によって保全が図

られる土地 

土地所有者等との協定などによって「緑」を管理・活用する土地

緑の分類 

         都市公園 

                             

                  公共施設緑地 

 

          都市公園以外  

都市公園を除く公共空地、国民公園、 

自転車歩行者専用道路、歩行者専用道

路、地方自治法設置または市町村条例設

置の公園、公共団体が設置している市民

農園、公開している教育施設(国公立)、

河川緑地、港湾緑地、児童遊園、公共団

体が設置している運動場やグラウンド、

子どもの国、など 

都市公園以外

で公園緑地に

準ずる機能を

もつ施設 

都市公園法で規定するもの 

施
設
緑
地 

公共公益施設

における植栽

地等 

学校の植栽地、下水処理場等の付属緑

地、道路環境施設帯及び植樹帯、その他

の公共公益施設における植栽地、など 

民間施設緑地 
市民緑地、公開空地、市民農園(上記以外)、一時開放広場、

公開している教育施設(私立)、市町村と協定等を結び開放し

ている企業グラウンド、社寺境内地、屋上緑化空間、民間

の動物園、など 

法によるもの 緑地保全地域・特別緑地保全地区（都市緑地法）、風致地区(都市計画法)、生

産緑地地区（生産緑地法）近郊緑地保全区域・同特別保全地区（近畿圏の保

全区域の整備に関する法律）、歴史的風土保存区域、同特別地区（古都保存法）、

自然公園（自然公園法）、自然環境保全地域(自然環境保全法)、農業振興地域・

農用地区域（農業振興地域整備法）、河川区域（河川法）、地域森林計画対象

民有林、保安林区域（森林法）、保存樹・保存樹林（樹木保存法）、景観重要

樹木（景観法）、史跡・名勝・天然記念物等の文化財で緑地として扱えるもの

(文化財保護法) など 

協定         緑地協定(都市緑地法) 

条例・要綱・契約・協定等による緑地の保全地区や緑化の協定地区、樹林地

の保存契約、協定による工場植栽地、都道府県や市町村指定の文化財で緑地

として扱えるものなど

地
域
制
緑
地 

緑 

地 

条例等によるもの  


